
◇  投票の方法

投票日２月８日日
・投票用紙にあらかじめ裁判官の氏名が印刷されていますの
で、やめさせた方がよいと思う裁判官について、その氏名の上
の欄に「×」を書いて投票します。
（×以外の記号を書くと無効になりますので注意してください。）

・やめさせなくてよいと思う裁判官については、何も書かない
でください。

（１）

告示番 号 ： ２

告示番 号 ： １
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◇　投票日当日の投票時間は、原則として
　　午前７時から午後８時までです。

◇　投票日当日に用事などがある場合は、
　　２月７日まで「期日前投票」ができます。

・仕事や冠婚葬祭、旅行などの理由でも利用できます。
・投票日の前日まで、選挙人名簿に登録されている市区町村の 
期日前投票所で投票ができます。

・期日前投票の投票時間は、土曜日、日曜日も含めて、
原則として午前８時30分から午後８時までです。
（ただし、一部の期日前投票所では、投票期間や投票時間が
　異なる場合もあります。）

※入場券が届かなかったり、入場券をなくしたりした場合でも、
選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

（ただし、一部の地域で、この時間と異なる場合もありますので、
　市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。）

投票日２月８日日

（２）
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